
○静岡ヘリポート条例施行規則 

平成15年４月１日 

規則第228号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、静岡ヘリポート条例（平成15年静岡市条例第239号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用等の届出） 

第２条 条例第４条前段の規定による静岡ヘリポート（以下「ヘリポート」という。）の利用

の届出は、静岡ヘリポート利用届出書（様式第１号）を事前に指定管理者に提出して行うも

のとする。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由により、事前に当該届出書を提出す

ることが困難な場合は、電話等により行うことができる。 

２ 前項ただし書の規定により届け出たときは、着陸後速やかに当該届出書を指定管理者に提

出しなければならない。 

３ 前２項の規定は、条例第４条後段の届け出た事項の変更の届出について準用する。この場

合において、第１項中「静岡ヘリポート利用届出書（様式第１号）」とあるのは、「静岡ヘ

リポート利用変更届出書（様式第２号）」と読み替えるものとする。 

（平17規則163・一部改正） 

（運用時間外の利用許可の申請等） 

第３条 条例第５条第１項の規定によるヘリポートの運用時間外の利用の許可の申請は、静岡

ヘリポート運用時間外利用許可申請書（様式第３号）を事前に指定管理者に提出して行うも

のとする。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由により、事前に当該申請書を提出す

ることが困難な場合は、電話等により行うことができる。 

２ 前項ただし書の規定により申請したときは、着陸後速やかに当該申請書を指定管理者に提

出しなければならない。 

３ 指定管理者は、前２項の規定による申請を許可したときは、静岡ヘリポート運用時間外利

用許可書（様式第４号）を当該申請者に交付するものとする。 

（平17規則163・一部改正） 

（構内営業の許可の申請等） 

第４条 条例第12条第１項前段に規定する規則で定める場合は、次に掲げる事業を営む者が当

該事業に係る営業を行おうとする場合とする。 

（１）航空法（昭和27年法律第231号）第100条第１項又は第123条第１項の許可を受けて行う航



空運送事業又は航空機使用事業 

（２）航空法第133条第１項の届出をして行う航空運送代理店業 

（３）道路運送法（昭和26年法律第183号）第４条第１項の免許を受けて行う一般旅客自動車運

送事業 

２ 条例第12条第１項前段の規定による営業の許可の申請は、静岡ヘリポート構内営業許可申

請書（様式第５号）を指定管理者に提出して行うものとする。 

３ 指定管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、静岡ヘリポート構内営業許可書

（様式第６号）を当該申請者に交付するものとする。 

４ 前２項の規定は、条例第12条第１項後段の規定による許可を受けた事項の変更の申請及び

許可書の交付について準用する。この場合において、第１項中「静岡ヘリポート構内営業許

可申請書（様式第５号）」とあるのは「静岡ヘリポート構内営業変更許可申請書（様式第７

号）」と、前項中「静岡ヘリポート構内営業許可書（様式第６号）」とあるのは「静岡ヘリ

ポート構内営業変更許可書（様式第８号）」と読み替えるものとする。 

（人工地盤の使用許可の申請等） 

第５条 条例第13条第１項前段の規定による人工地盤の利用の許可の申請は、静岡ヘリポート

人工地盤利用許可申請書（様式第９号）を指定管理者に提出して行うものとする。 

２ 指定管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、静岡ヘリポート人工地盤利用許

可書（様式第10号）を当該申請者に交付するものとする。 

３ 前２項の規定は、条例第13条第１項後段の規定による許可を受けた事項の変更の申請及び

許可書の交付について準用する。この場合において、第１項中「静岡ヘリポート人工地盤利

用許可申請書（様式第９号）」とあるのは「静岡ヘリポート人工地盤利用変更許可申請書（様

式第11号）」と、前項中「静岡ヘリポート人工地盤利用許可書（様式第10号）」とあるのは

「静岡ヘリポート人工地盤利用変更許可書（様式第12号）」と読み替えるものとする。 

（平17規則163・一部改正） 

（使用料の納付方法） 

第６条 条例第14条の規定による条例別表第１に定める使用料の納付は、着陸料にあっては着

陸直後に、停留料にあっては停留を終わったときに行わなければならない。ただし、市長が

あらかじめ承認したときは、市長が指定する期限までに行うことができる。 

２ 条例第14条の規定による条例別表第２に定める使用料の納付は、当該許可を受けた日から

１月を超えない範囲内において市長が指定する日までにその全額を納付して行わなければな

らない。ただし、市長があらかじめ承認したときは、市長が指定する時期に分割して納付す



ることにより行うことができる。 

（減額又は免除の基準） 

第７条 条例第15条に規定する使用料の減額又は免除の基準は、次の各号に掲げるとおりとし、

減額し、又は免除する使用料の額は、当該各号に定める額とする。 

（１）国又は地方公共団体が公用のため利用するとき 使用料の全額 

（２）離陸後天候不良等のやむを得ない事情により再度着陸のため利用したとき 使用料の

うち着陸料の全額 

（３）やむを得ない事情により不時着のため利用したとき 使用料のうち着陸料の全額 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき 市長が減額又は

免除の必要があると認める使用料の額 

第８条 条例第15条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、静岡ヘリポー

ト使用料減額・免除承認申請書（様式第13号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、静岡ヘリポート使用料減額・免除承認

通知書（様式第14号）を当該申請者に交付するものとする。 

（還付の申請） 

第９条 条例第16条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、静岡ヘリポー

ト使用料還付承認申請書（様式第15号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、静岡ヘリポート使用料還付通知書（様

式第16号）を当該申請者に交付するものとする。 

（損傷等の届出） 

第10条 ヘリポートの施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、そ

の指示を受けなければならない。 

（指定管理者の指定の申請書類） 

第11条 条例第21条の規定による申請は、静岡ヘリポート指定管理者指定申請書（様式第17号）

に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

（１）静岡ヘリポート事業計画書（様式第18号） 

（２）静岡ヘリポート事業計画に関する収支予算書（様式第19号） 

（３）定款、寄附行為又はこれに準ずるものの謄本 

（４）役員名簿 

（５）経営（事業）状況に関する書類 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 



（平17規則163・追加） 

（協定の締結） 

第12条 市長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者とヘリポートの管理に関する

協定を締結するものとする。 

２ 前項の協定には、次に掲げる事項を掲載するものとする。 

（１）事業計画に関する事項 

（２）市が支払うべき管理費用に関する事項 

（３）管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

（４）事業報告に関する事項 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

（平17規則163・追加） 

（雑則） 

第13条 この規則に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、別に定める。 

（平17規則163・旧第10条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の静岡ヘリポート条例施行規則（平成４年静岡

市規則第41号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 

附 則（平成17年10月31日規則第163号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。ただし、第10条を第12条とし、第９条の次に

２条を加える改正規定及び様式第12号の次に３様式を加える改正規定は、公布の日から施行す

る。 

附 則（令和３年８月31日規則第66号） 

この規則は、令和３年９月１日から施行する。 

附 則（令和８年 月 日規則第 号） 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 



様式第１号（第２条関係） 

静岡ヘリポート利用届書 

  年  月  日 

（宛先） 指定管理者  

 名   称  

 代表者氏名  

 

 住所 
法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

申請者 氏名 
法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

 電話  

 

静岡ヘリポートを利用したいので、静岡ヘリポート条例第４条の規定により、次のとおり

届出ます。 

利用日時 

着 陸 月  日  時  分 離 陸 月  日  時  分 

停 留 月  日  時  分   ～   月  日  時  分 

利用施設 1 滑走路及びエプロン     2 エプロン 

利用目的 

1 消防・警察    2 旅客運送（定期・不定期）   3 資材運搬 

4 報道取材    5 写真撮影     6 測量・調査・電線パトロール 

7 薬剤散布・農林    8 観光・遊覧    9 視察   10 社用運送  

11 私的利用  12 試験飛行・展示飛行    13 給油 

14 その他（                       ） 

利用予定 

ヘリコプ 

ター 

形式・国籍登録番号               型・JA 

最大離陸重量        トン  １ 常駐機  ２ 外来機 

飛行経路 ～静岡ヘリポート～        ～       

乗組員名  乗 降 人 員 
乗  人・降  人 

（乗組員を除く） 

（下欄は、記入しないでください。） 

着 陸 月  日  時  分 着陸料    円 

停 留 時  分～  時  分（  時間  分） 停留料    円 

停 留 時  分～  時  分（  時間  分） 停留料    円 

離 陸 月  日  時  分 使用料合計      円 

納 付 方 法 
1 即時納付 

2 その他（         ） 

領 収 

確認者 

使用料 

確認者 

（注） 選択肢のある事項は、該当番号を○で囲

んでください。 

連 絡 

確認者 

整理番号 

  

 



様式第２号（第２条関係） 

 

静岡ヘリポート利用変更届出書 

 

  年  月  日 

 

（宛先） 指定管理者  

 名   称  

 代表者氏名  

 

 住所 
法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

申請者 氏名 
法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

 電話  

静岡ヘリポートの利用について届け出た事項の変更をしたいので、静岡ヘリポート条例第４

条の規定により、次のとおり届け出ます。 

変 更 し よ 

う と す る 

原利用届出 

届出年月日 年  月  日 

ヘリコプターの国籍登録記号 JA 

変 更 に 係 

る 事 項 
 

変 更 理 由  

そ の 他  

（下欄は、記入しないでください。） 

着 陸 月  日  時  分 着陸料     円 

停 留 時  分～  時  分（  時間  分） 停留料     円 

停 留      時  分～  時  分（  時間  分） 停留料     円 

離 陸 月  日  時  分 使用料合計      円 

納付方法 
１ 即時納付 

２ その他（     ） 

領 収 

確認者 

使用料 

確認者 

（注） 選択肢のある事項は、該当番号を○で 

囲んでください。 

連 絡 

確認者 

整理番号 

       ―２ 

  

 

 



様式第３号（第３条関係） 
静岡ヘリポート運用時間外利用許可申請書 

  年  月  日 
（宛先） 指定管理者  

 名   称  

 代表者氏名  

 住所 
法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

申請者 氏名 
法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

 電話  

 静岡ヘリポート条例第５条第１項の規定により、静岡ヘリポートの運用時間外の利用の

許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

利 用 日 時 
月  日  時  分  から    月  日  時  分まで 

着 陸 月  日  時  分 離 陸 月  日  時  分 

利 用 目 的  
（責任者           連絡先             ） 

利用予定ヘ 
リコプター 

型式・国籍登録記号               型・JA 
最大離陸重量          トン   １ 常駐機  ２ 外来機 

飛 行 経 路 ～静岡ヘリポート～         ～ 

乗 組 員 名  
 乗降人数 乗  人・降  人 

（乗組員を除く） 
（下欄は、記入しないでください。） 
着   陸 月  日  時  分 着陸料     円 

停   留    時  分～  時  分（  時間  分） 停留料     円 

停   留 時  分～  時  分（  時間  分） 停留料     円 

離   陸 月  日    時  分 使用料合計       円 

納 付 方 法 １ 即時納付 
２ その他（      ） 

使用料 
確定者 

受付印 
 
 
 

時 間 外 
対 応 者 

 連 絡 
確認者 

領 収 
確認者 

（注） 選択肢のある事項は、該当番号を○

で囲んでください。 
 

整理番号 
  
 
 
 
 
 

  



様式第４号（第３条関係） 

 

第     号

年  月  日

 

           様 

 

指定管理者   

名   称   

代表者氏名  ㊞ 

 

静岡へリポート運用時間外利用許可書 

   年  月  日付けで申請のあった静岡へリポートの運用時間外の利用につい

て、次のとおり許可します。 

利 用 日 時 

  月  日  時  分から  月  日  時  分まで 

着 陸  月  日  時  分 離 陸 月  日  時  分 

利 用 施 設  １ 滑走路及びエプロン ２ エプロン 

利 用 目 的  

利 用 予 定 

ヘリコプター 

型式・国籍登録記号                型・JA 

最大離陸重量       トン  １ 常駐機  ２ 外来機 

飛 行 経 路 ～静岡ヘリポート～         ～ 

許 可 

条 件 等 
  

（注） 選択肢のある事項は、該当番号を〇で囲んでください。  

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第４条関係） 

 

静岡ヘリポート構内営業許可申請書 

 

                                 年 月 日

（宛先） 指定管理者  

 名   称  

 代表者氏名  

                            

 住所 
法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

申請者 氏名 
法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

 電話  

 

 静岡ヘリポート条例第 12 条第１項の規定により、静岡ヘリポートにおいて構内営業の許

可を受けたいので、次のとおり申請します。 

営 業 場 所  

営 業 種 目  

営 業 目 的 

 

 

 

営 業 面 積       平方メートル 

利用期間（※）    年 月 日から    年 月 日まで 

工事期間（※）    年 月 日から    年 月 日まで 

添 付 書 類 

（※） 

１ 配置図  ２ 平面図  ３ 立面図 

４ 断面図  ５ 求積図  ６ 仕様書 

７ 暴力団排除に関する誓約書兼同意書 

８ その他（             ） 

 

 

受付印 

その他（※）                         

（注） 選択肢のある事項は、該当番号を○で囲んでください。 

（注） （※）欄については、人工地盤の利用の許可（様式第９号）を併せて申請する場合、

共通する事項については省略ができるものとします。  



様式第６号（第４条関係） 

第     号

 年  月  日

  

           様 

 

指定管理者   

名   称   

代表者氏名  ㊞ 

 

 

静岡ヘリポート構内営業許可書 

 

     年  月  日付けで申請のあった静岡へリポートにおける構内営業の許可に

ついて、次のとおり許可します。 

営 業 場 所  

営 業 種 目   

営 業 目 的 

  

  

 

営 業 面 積 平方メートル 

利 用 期 間  年  月  日から    年  月  日まで 

使 用 料        円 

許 可 条 件 等 

 

 

 

 

 

 

 
 



様式第７号（第４条関係） 

静岡ヘリポート構内営業変更許可申請書 

 

 年 月 日

（宛先） 指定管理者  

 名   称  

 代表者氏名  

 

 住所 
法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

申請者 氏名 
法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

 電話  

 

 静岡ヘリポート条例第 12 条第１項の規定により、静岡ヘリポートにおける構内営業につ

いて許可を受けた事項の変更の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

原許可番号     年  月  日       第    号 

変更に係る 

事 項 

 

 

 

変 更 理 由 

 

 

 

変 更 日     年  月  日 

工 事 期 間     年  月  日 から    年  月  日まで 

添 付 書 類 

１ 配置図  ２ 平面図  ３ 立面図 

４ 断面図  ５ 求積図  ６ 仕様書 

７ その他（            ） 

 

 

受付印 

そ の 他                         

（注） 選択肢のある事項は、該当番号を○で囲んでください。 
 



様式第８号(第４条関係) 

第     号   

年  月  日   

             様 

 

指定管理者   

名   称   

代表者氏名  ㊞ 

 

静岡ヘリポート構内営業変更許可書 

     年  月  日付けで申請のあった静岡ヘリポートの構内営業の変更について、次
のとおり許可します。 

変 更 を 許 可 

し た 事 項 
  

変 更 日     年  月  日から 

許 可 条 件 等   

 

 



様式第９号（第５条関係） 

 

静岡ヘリポート人工地盤利用許可申請書 

 

                                 年 月 日

（宛先） 指定管理者  

 名   称  

 代表者氏名  

                            

 住所 
法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

申請者 氏名 
法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

 電話  

 

 静岡ヘリポート条例第 13 条第１項の規定により、静岡ヘリポートの人工地盤の利用の許

可を受けたいので、次のとおり申請します。 

利 用 場 所  

利 用 目 的  

工作物の構造 

及 び 規 模 

 

 

 

利 用 面 積 

  平方メートル 

左のうち、 

工作物の 

設置面積 平方メートル 

利 用 期 間    年 月 日から    年 月 日まで 

工 事 期 間    年 月 日から    年 月 日まで 

添 付 書 類 

１ 配置図  ２ 平面図  ３ 立面図 

４ 断面図  ５ 求積図  ６ 仕様書 

７ 暴力団排除に関する誓約書兼同意書 

８ その他（             ） 

 

 

受付印 

そ の 他                         

（注） 選択肢のある事項は、該当番号を○で囲んでください。 
 



様式第 10号（第５条関係） 

第     号

 年  月  日

  

           様 

 

指定管理者   

名   称   

代表者氏名  ㊞ 

 

 

静岡ヘリポート人工地盤利用許可書 

 

     年  月  日付けで申請のあった静岡へリポートの人工地盤の利用について、

次のとおり許可します。 

利 用 場 所  

利 用 目 的   

工作物の構造 

及 び 規 模 

  

  

 

利 用 面 積 

  平方メートル 

左のうち、 

工作物の 

設置面積 平方メートル 

利 用 期 間  年  月  日から    年  月  日まで 

使 用 料        円 

許 可 条 件 等 

 

 

 

 

 

 
 



様式第 11号（第５条関係） 

静岡ヘリポート人工地盤利用変更許可申請書 

 

 年 月 日 

（宛先） 指定管理者  

 名   称  

 代表者氏名  

 

 住所 
法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

申請者 氏名 
法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

 電話  

 

 静岡ヘリポート条例第 13条第１項の規定により、静岡ヘリポートの人工地盤の利用につ

いて許可を受けた事項の変更の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

原許可番号     年  月  日       第    号 

変更に係る 

事 項 

 

 

 

変 更 理 由 

 

 

 

変 更 日     年  月  日 

工 事 期 間     年  月  日 から    年  月  日まで 

添 付 書 類 

１ 配置図  ２ 平面図  ３ 立面図 

４ 断面図  ５ 求積図  ６ 仕様書 

７ その他（            ） 

 

 

受付印 

そ の 他                         

（注） 選択肢のある事項は、該当番号を○で囲んでください。 
 



様式第12号(第５条関係) 

第     号  

年  月  日  

             様 

 

指定管理者   

名   称   

代表者氏名  ㊞ 

 

静岡ヘリポート人工地盤利用変更許可書 

     年  月  日付けで申請のあった静岡ヘリポートの人工地盤の利用の変更に

ついて、次のとおり許可します。 

変 更 を 許 可 

し た 事 項 
  

変 更 日     年  月  日から 

許 可 条 件 等   

 

 
 

 

 



様式第 13 号（第８条関係） 
静岡ヘリポート使用料減額・免除承認申請書 

 
   年  月  日 

  （宛先）静岡市長 

 住所 
法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

申請者 氏名 
法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

 電話  

 

 
                                  

利 用日時又 は利用期間  

使 用 料 の 種 類 及 び 額   

減 額 ・ 免 除 申 請 す る 
使 用 料 の 種 類 及 び 額 

  

減額・減免申請する理由   

そ の 他  

（下欄は、記入しないでください。） 

整 理番号又 は許 可番号 
１ 整理番号 
２ 許可番号     第   号 

受付印 

備 考  

（備考）  選択肢のある事項は、該当番号を○で囲むこと。 
 

静岡ヘリポート条例第 15 条の規定により、静岡ヘリポートの使用料の 減額 
を受けた 

免除 
いので、次のとおり申請します。   

 



様式第 14 号（第８条関係） 

第     号 

   年  月  日 

   

  静 岡 市 長   様 

 

静岡市長 氏   名 印 

 

静岡ヘリポート使用料減額・免除承認通知書 

                                  

利用日時又は利用期間  

減額・免除する使用 

料 の 種 類 及 び 額 
  

納 付 使 用 料 の 

種 類 及 び 額 
  

承 認 条 件 等  

 

年  月  日付けで申請のあった静岡ヘリポートの使用料の 
減額 

については、 
免除 

次のとおり 
減額 

したので通知します。 
免除 

 

 



様式第 15 号（第９条関係） 
静岡ヘリポート使用料還付承認申請書 

 
   年  月  日 

（宛先）静岡市長 

 住所 
法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

申請者 氏名 
法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

 電話  

静岡ヘリポート条例第 16 条ただし書の規定により、静岡ヘリポートの使用料の還付を

受けたいので、次のとおり申請します。 

納 付 年 月 日     年  月  日 

納付済みの使用料の 
種 類 及 び 額 

  

還付申請する使用料 
の 種 類 及 び 額 

  

還 付 申 請 す る 理 由  

そ の 他  

（下欄は、記入しないでください。） 

整理番号又は許可番号 
１ 整理番号 
２ 許可番号     第   号 

受付印 

備 考  

 
 

 

 



様式第 16号（第９条関係） 

第     号 

   年  月  日 

  

 様 

 

静岡市長 氏   名 印 

 

静岡ヘリポート使用料還付通知書 

    年  月  日付けで申請のあった静岡ヘリポートの使用料の還付について、

次のとおり通知します。 

                                  

 

還付する使用料 

の種類及び 額 
  

還 付 方 法   

承 認 条 件 等  

 

 



様式第 17号（第 11 条関係） 

 

静岡ヘリポート指定管理者指定申請書 

 

年  月  日

 

（宛先）静岡市長 

 

申請者 

所在地 

 

法人以外の団体にあって 

は、その代表者の住所 

名称  

代表者氏名  

電話  

 

 静岡ヘリポートの指定管理者の指定を受けたいので、静岡ヘリポート条例第 21条及び

静岡ヘリポート条例施行規則第 11条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請し

ます。 
 

 

 



様式第 18 号（第 11 条関係） 

 

静岡ヘリポート事業計画書 

事業計画の裏面・方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施事業の概要（事業の構成及び年間計画表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記事項（効果的に事業を行うための方策、市民サービスの向上のための施策等） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



様式第 19 号（第 11 条関係） 

 

静岡ヘリポート事業計画に関する収支予算書 

 

 収入  千円 

 科目 内容・数量 金額 

   千円 

   千円 

   千円 

   千円 

   千円 

   千円 

 

 

 支出  千円 

 科目 内容・数量 金額 

   千円 

   千円 

   千円 

   千円 

   千円 

   千円 

 
 

 

 

 



様式第１号（第２条関係） 

（平17規則163・令３規則66・一部改正） 

様式第２号（第２条関係） 

（平17規則163・令３規則66・一部改正） 

様式第３号（第３条関係） 

（平17規則163・令３規則66・一部改正） 

様式第４号（第３条関係） 

（平17規則163・一部改正） 

様式第５号（第４条関係） 

    （令７規則 ・追加） 

様式第６号（第４条関係） 

    （令７規則 ・追加） 

様式第７号（第４条関係） 

    （令７規則 ・追加） 

様式第８号（第４条関係） 

    （令７規則 ・追加） 

様式第９号（第５条関係） 

（平17規則163・令３規則66・令７規則 ・一部改正） 

様式第10号（第５条関係） 

（平17規則163・令７規則 ・一部改正） 

様式第11号（第５条関係） 

（平17規則163・令３規則66・令７規則 ・一部改正） 

様式第12号（第５条関係） 

（平17規則163・令７規則 ・一部改正） 

様式第13号（第８条関係） 

（平17規則163・令３規則66・令７規則 ・一部改正） 

様式第14号（第８条関係） 

    （令７規則 ・一部改正） 

様式第15号（第９条関係） 

（平17規則163・令３規則66・令７規則 ・一部改正） 

様式第16号（第９条関係） 



    （令７規則 ・一部改正） 

様式第17号（第11条関係） 

（平17規則163・追加、令３規則66・令７規則 ・一部改正） 

様式第18号（第11条関係） 

（平17規則163・追加、令７規則 ・一部改正） 

様式第19号（第11条関係） 

（平17規則163・追加、令７規則 ・一部改正） 

 


